
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  定年を延長した場合に支払う退職一時金           

Ｑ：定年を延長した場合に、その延長前の

定年に達した社員に支払う退職一時金(いわ

ゆる打切支給)は、どのような取扱いになりま

すか？                                          

                                              

Ａ：退職所得として取り扱われます。 

【解説】  

退職所得とは、退職手当、一時恩給その他

の退職により一時に受ける給与及びこれらの

性質を有する給与(退職手当等)に係る所得を

いい、本来退職しなかったとしたならば支払

われなかったもので、退職したことに基因し

て一時に支払われることとなった給与をいい

ます。 

そして、引き続き勤務する役員又は使用人

に対し退職手当等として一時に支払われる給

与のうち、労働協約等を改正していわゆる定

年を延長した場合において、その旧定年に達

した使用人に対し、旧定年に達する前の勤続

期間に係る退職手当等として支払われる給与

であり、その支払をすることにつき相当の理

由があると認められるもので、その給与が支

払われた後に支払われる退職手当等の計算上

その給与の計算の基礎となった勤続期間を一

切加味しない条件の下に支払われるものは、

退職手当等とするとしています。 

したがって、この旧定年のときに支給され

る本件退職一時金は、引き続き勤務する従業

員に対して支給するものであり、本来の退職

所得とはいえませんが、退職所得として取り

扱うことができることとなります。 
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